
再

掲

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課)

一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

二

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

三

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課)

四

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

各
課
に｣

を
削
る
。

第
二
条
の
表
中

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

任
用
課
の
所
掌
事
務)

第
三
条

任
用
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

委
員
及
び
委
員
会
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

二

庶
務
及
び
財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

三

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

四

競
争
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

五

選
考
に
関
す
る
こ
と
。

六

任
用
に
関
す
る
こ
と

(

前
二
号
に
規
定
す
る
事
務
を
除
く
。)

。

七

人
事
制
度
の
総
合
的
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

八

職
員
の
研
修
及
び
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
こ
と
。

九

職
階
制
に
関
す
る
計
画
の
立
案
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
五
条
の
表
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
五
条
の
表
第
八
号
及
び
第
九
号
中

｢

係
の
長｣

を

｢

係
長
等｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

事
務
局
の
各
課
に
課
長
補
佐
を
、
事
務
局
の
各
課
の
各
係｣

を

｢

給
与
公
平
課

に
課
長
補
佐
を
、
給
与
公
平
課
の
各
係｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢
参
事
補
佐｣

の
下
に

｢

、
企
画
主
幹｣

を
加
え
、

｢

事
務
局
の
各
課
の
各
係｣

を

｢

任
用
課
に
事
務
主
査
又
は
技
術
主
査
を
、
給
与
公
平
課
の
各
係｣

に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

� � � � ���������	
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目

次

再

掲

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

任

用

課

任
用
係

試
験
係

任

用

課

６
の
２

企
画
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
企
画
、
調
整
等
に
関
す
る
事
務
に
関
し
、
当
該
課
長
又
は
副

課
長
等
を
補
佐
す
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則

(
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
甲
表
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

別
表
第
二
ロ
乙
表
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

� � � � ���������	
 ��
 ����� ��� �

｢
｢

を

に
、

｣
｣

局
長
秘
書
室
長

技
術
次
長

九
州
国
立
博
物
館
対
策
長

県
立
病
院
対
策
長

農
地
整
備
対
策
長

局
長
秘
書
室
長

技
術
次
長

農
地
整
備
対
策
長

東
京
事
務
所

課
長

総
務
課
長
副
所
長

企
画
監

東
京
事
務
所

課
長

総
務
課
長
副
所
長

消
防
学
校

副
長

副
校
長

課
長

校
長

ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー

課
長

副
所
長

所
長

消
防
学
校

副
長

副
校
長

課
長

校
長

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

副
長

次
長

所
長

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

副
長

次
長

所
長

ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー

副
長

課
長

副
所
長

所
長

人
事
委
員
会
事
務
局

企
画
主
査
参
事
補
佐

人
事
委
員
会
事
務
局

企
画
主
査
参
事
補
佐

企
画
主
幹

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

船
長
(乙
)

船
長
(乙
)

企
画
主
査

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

部
長
理
事
次
長
技
術
次
長

医
監
県
立
病
院
対
策
長

部
長
理
事
次
長
技
術
次
長

医
監



す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
四
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

� � � � ���������	
 ��
 ����� ���	

｢
｢

を

に
、

｣
｣

理
事

(

人
事
委
員
会
が
定

め
る
も
の
に
限
る
。)

局
長

秘
書
室
長

次
長

技
術
次
長

医
監

九
州
国
立
博
物
館
対
策
長

県
立
病
院
対
策
長

農
地
整
備
対
策
長

理
事

(

人
事
委
員
会
が
定

め
る
も
の
に
限
る
。)

局
長

秘
書
室
長

次
長

技
術
次
長

医
監

農
地
整
備
対
策
長

｢
｢

を

に
、

｣
｣

東
京
事
務
所

副
所
長

企
画
監

所
長

四
種

一
種

東
京
事
務
所

副
所
長

所
長

四
種

一
種

｢

｢

を

に
、

｣

｣

歯
科
大
学
附
属
歯

科
衛
生
学
院

ア
ジ
ア
文
化
交
流

セ
ン
タ
ー

消
防
学
校

学
院
長

副
所
長

所
長

校
長

五
種

四
種

一
種

三
種

歯
科
大
学
附
属
歯

科
衛
生
学
院

消
防
学
校

学
院
長

校
長

五
種

三
種

｢

｢

を

に
改
め
る
。

｣

｣

計
量
検
定
所

商
工
事
務
所

障
害
者
職
業
能
力

開
発
校

高
等
技
術
専
門
校

労
働
福
祉
事
務
所

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー

消
費
生
活
セ
ン
タ

ー 食
肉
衛
生
検
査
所

障
害
者
更
生
相
談

所

所
長

所
長

校
長

校
長

所
長

所
長

所
長

所
長

所
長

三
種

計
量
検
定
所

商
工
事
務
所

障
害
者
職
業
能
力

開
発
校

高
等
技
術
専
門
校

労
働
福
祉
事
務
所

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー

ア
ジ
ア
文
化
交
流

セ
ン
タ
ー

消
費
生
活
セ
ン
タ

ー 食
肉
衛
生
検
査
所

障
害
者
更
生
相
談

所

所
長

所
長

校
長

校
長

所
長

所
長

副
所
長

所
長

所
長

所
長

所
長

三
種

四
種

一
種

三
種
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別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

｢

医
監

九
州
国
立
博
物
館
対
策
長

県
立
病
院
対
策
長｣

を

｢

医
監

｣
に
改
め
、

｢

、
九
州
国
立
博
物
館
室｣

を
削
り
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
職
の
欄
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
東
京
事
務
所
の
項
中

｢

副
所
長

企
画
監｣

を

｢

副
所
長｣

に
改
め
、
同
表
ア
ジ
ア
文
化

交
流
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

事
務
局

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
四
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

谷

水

央

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程

(

平
成
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
中
課
長
の
決
裁
事
項
及
び
副
課
長
の
決
裁
事
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

三

事
務
局
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
主
務
課
長
に
専
決
さ
せ
る
事
項
の
表
任

用
課
の
項
第
三
項
第
七
号
中

｢

試
験
監
督
員
に
限
る｣

を

｢

面
接
試
験
委
員
を
除
く｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � � � �?@�%ABC�)D CED F/GG2� HIJ (

事
務
局
長

事
務
局
次
長

副
理
事

課
長

副
課
長

参
事

課
長
補
佐

参
事
補
佐

企
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